
掲
載
議
案

候
補
１

令
和
７
年
度
の
船
橋
市
の
主
な
事
業

【
第
１
号
】
令
和
７
年
度
一
般
会
計
予
算

【
主
な
事
業
内
容
】

身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
等
サ
ポ
ー
ト
事
業

（
〇
〇
〇
円
）

身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
等
の
見
守
り
、
入
退
院
支
援
、
死
後
事
務
等
に
つ
い
て
、

国
の
モ
デ
ル
事
業
を
活
用
し
て
実
施
し
ま
す
。

経
済
的
課
題
を
抱
え
る
ひ
と
り
親
家
庭
や
低
所
得
子
育
て
世
帯
の
高
校
３
年
生
等

と
中
学
３
年
生
に
対
し
、
国
庫
補
助
金
を
活
用
し
て
進
学
に
向
け
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
を

後
押
し
す
る
た
め
、
大
学
等
の
受
験
料
と
模
擬
試
験
の
受
験
料
を
支
援
し
ま
す
。

（
〇
〇
〇
円
）

保
健
と
福
祉
の
総
合
相
談
窓
口
「
さ
ー
く
る
」
の
移
転

業
務
量
の
増
大
に
伴
い
、
「
さ
ー
く
る
」
の
執
務
室
が
狭
隘
化
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
様
々
な
生
活
課
題
を
抱
え
た
方
を
適
切
に
支
援
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る

た
め
、
現
在
地
か
ら
移
転
し
ま
す
。

●
移
転
先
：
船
橋
商
工
会
議
所
会
館
１
階
（
本
町
１―

10
ー
10
）

（
〇
〇
〇
円
）

放
課
後
ル
ー
ム
の
整
備
（
増
設
）

待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
た
め
、
放
課
後
ル
ー
ム
の
整
備
（
増
設
）
を
行
い
ま
す
。

●
増
設
を
行
う
放
課
後
ル
ー
ム
（
カ
ッ
コ
内
は
増
定
員
数
）

・
宮
本
放
課
後
ル
ー
ム
（
46
人
）

受
入
開
始
予
定⇒

令
和
８
年
４
月

・
葛
飾
放
課
後
ル
ー
ム
（
36
人
）

受
入
開
始
予
定⇒

令
和
７
年
７
月

・
習
志
野
台
第
一
放
課
後
ル
ー
ム
（
35
人
）

受
入
開
始
予
定⇒

令
和
７
年
４
月

・
習
志
野
台
第
二
放
課
後
ル
ー
ム
（
20
人
）

受
入
開
始
予
定⇒

令
和
７
年
７
月

※

習
志
野
台
第
一
放
課
後
ル
ー
ム
は
、
令
和
７
年
４
月
よ
り
習
志
野
台
児
童
ホ
ー
ム
内
で

運
営
し
、
小
学
校
内
の
余
裕
教
室
改
修
後
に
小
学
校
内
に
移
転
予
定
で
す
。

使
用
済
み
紙
お
む
つ
の
回
収

子
育
て
支
援
施
設
等
に
お
い
て
、
利
用
者
の
利
便
性
向
上
を
図
る

た
め
、
使
用
済
み
紙
お
む
つ
の
回
収
を
始
め
ま
す
。

●
対
象
施
設

児
童
ホ
ー
ム
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、

こ
ど
も
発
達
相
談
セ
ン
タ
ー
、
親
子
教
室
、
簡
易
マ
ザ
ー
ズ
ホ
ー
ム

大
学
受
験
料
等
支
援
事
業

（
〇
〇
〇
円
）

（
〇
〇
〇
円
）

各会計の予算額を
一覧で掲載予定

新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策
事
業

次
世
代
を
担
う
農
業
者
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
、
新
た
に
経
営
を
開
始
す
る

方
に
対
し
、
就
農
直
後
の
経
営
確
立
の
た
め
の
資
金
を
交
付
し
ま
す
。

（
〇
〇
〇
円
）用

語
解
説

な
ど

ト
イ
レ
カ
ー
の
配
備

（
〇
〇
〇
円
）

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
を
踏
ま
え
、
避
難
所
等
の
生
活
環
境
を
改
善
す
る

た
め
、
ト
イ
レ
カ
ー
を
配
備
し
ま
す
。
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掲
載
議
案

候
補
２

小
学
校
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
の
改
修
等

【
第
11
号
】
令
和
６
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
主
な
事
業
内
容
】

飯
山
満
南
小
学
校
に
貯
留
浸
透
施
設
を
設
置

国
の
補
正
予
算
に
伴
う
国
庫
補
助
金
を
活
用
し
、
飯
山
満
南
小
学
校
に

貯
留
浸
透
施
設
を
設
置
し
ま
す
。

こ
ど
も
家
庭
部
の
組
織
改
正
を
実
施

【
第
21
号
】
行
政
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

掲
載
議
案

候
補
３

改正後 改正前

こども家庭部
①こどもと家庭
への支援及び給
付に関すること。
②児童虐待対策
に関すること。

こども家庭部
①子育て支援の
総合的な推進に
関すること。
②児童福祉に関
すること。

地域子育て部
①保育に関する
こと。
②こどもの育成
支援に関するこ
と。

【改正内容】

【施行期日】

令和７年４月１日

【
第
24
号
】
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
任
期
は
民
生
委
員
法
に
よ
り
３
年
と
定
め
ら
れ
て
お

り
、
現
在
の
委
員
の
任
期
は
令
和
７
年
11
月
30
日
を
も
っ
て
満
了
し
ま
す
。

令
和
７
年
12
月
１
日
に
委
員
の
一
斉
改
選
を
行
う
に
当
た
り
、
人
口
増
、
住
宅

開
発
、
高
齢
化
等
、
市
内
の
各
地
域
の
実
情
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
定
数
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

【
改
正
内
容
】

定
数
：
７
９
４
人

➡

定
数
：
７
９
５
人

掲
載
議
案

候
補
４

民
生
委
員
の
定
数
を
改
定

国
の
補
正
予
算
に
伴
う
国
庫
補
助
金
を
活
用
し
、
老
朽
化
し
て
い
る

小
学
校
内
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
の
改
修
を
行
い
ま
す
。

●
対
象
校

湊
町
小
、
中
野
木
小
、
高
郷
小
、
飯
山
満
小
、
芝
山
東
小
、

金
杉
台
小
、
八
木
が
谷
小

用
語
解
説

な
ど

小
学
校
の
体
育
館
内
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
を
改
修



消
防
団
員
の
退
職
報
償
金
の
支
給
額
を
改
定

【
第
23
号
】
消
防
団
員
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

非
常
勤
消
防
団
員
の
処
遇
改
善
を
図
る
た
め
、
「
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補

償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
が
改
正
さ
れ
、
退
職
報
償
金
の
勤

務
年
数
区
分
に
新
た
に
「
35
年
以
上
」
の
区
分
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

掲
載
議
案

候
補
５

掲
載
議
案

候
補
６

習
志
野
台
第
一
放
課
後
ル
ー
ム
の
増
設

【
第
30
号
】
放
課
後
ル
ー
ム
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

待
機
児
童
対
策
と
し
て
、
習
志
野
台
第
一
小
学
校
内
の
教
室
を
改
修
し
て
放
課
後

ル
ー
ム
を
増
設
し
ま
す
。
ま
た
、
増
設
ま
で
の
間
、
一
時
的
に
習
志
野
台
児
童
ホ
ー

ム
の
一
部
を
放
課
後
ル
ー
ム
と
し
て
利
用
し
ま
す
。

階級
勤務年数
３０年以上

団長 979,000

副団長 909,000

分団長 849,000

副分団長 809,000

部長/班長 734,000

団員 689,000

【改正前】

階級
勤務年数
３０年以上
３５年未満

勤務年数
３５年以上

団長 979,000 1,079,000

副団長 909,000 1,009,000

分団長 849,000 949,000

副分団長 809,000 909,000

部長/班長 734,000 834,000

団員 689,000 789,000

【改正後】

（１）設置（令和７年４月１日）

（２）移転 令和７年７月に小学校内に移転予定

名称 位置 定員 名称 位置 定員

第１ルーム 80人 第１ルーム 80人

第２ルーム 40人 第２ルーム 40人

第３ルーム 児童ホーム内 35人

改正後

小学校内

改正前

小学校内

名称 位置 定員 名称 位置 定員

第１ルーム 80人 第１ルーム 80人

第２ルーム 40人 第２ルーム 40人

第３ルーム 35人 第３ルーム 児童ホーム内 35人

小学校内
小学校内

改正後 改正前

※勤務年数５年以上から３０年未満については変更なし



病
院
事
業
に
お
け
る
自
費
診
療
額
の
改
定

【
第
32
号
】
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

掲
載
議
案

候
補
７【主な改正内容】

・医療センター
・リハビリセンター
・リハビリテーション病院
・夜間休日急病診療所
・歯科診療所

【対象施設】

改正後 改正前

診療報酬算定方
法に定める所定
点数に１０円を
乗じて得た額

診療報酬算定方
法に定める所定
点数に１５円を
乗じて得た額

【施行期日】
令和7年４月１日

掲
載
議
案

候
補
９

犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
を
制
定

【
第
33
号
】
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例

犯
罪
被
害
者
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
17

年
４
月

に
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
」
が
施
行
さ
れ
、
千
葉
県
に
お
い
て
も
、
令
和
３
年
４

月
に
「
千
葉
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
令
和
５
年
６
月
に
は
、
国
の
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
会
議
に
お
い
て
、

「
犯
罪
被
害
者
等
施
策
の
一
層
の
推
進
に
つ
い
て
」
が
決
定
さ
れ
、
被
害
原
因
や
居

住
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
応
じ
、
必
要
な
支
援
を
適
時

適
切
に
途
切
れ
る
こ
と
な
く
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
取
組
が
明

確
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
市
に
お
い
て
も
被
害
者
等
に
寄
り
添
っ
た
支
援
を
行
い
、

市
民
等
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。

条例制定後 現状

船橋市民の犯
罪被害者等

国の給付金＋千葉県
見舞金＋市の支援

国の給付金＋
千葉県見舞金

窓口
市民安全推進課が総
合窓口として相談を
受け、各課と連携し
て対応

各課と連携し
て対応

【施行期日】
令和7年４月１日

【現状と条例制定後の主な変更点】

【条例の概要】
・基本理念
・市、市民等、事業者の責務
・支援金の支給、日常生活等の支援
・居住の安定の支援、雇用の安定の支援
・法律相談の支援、裁判手続きの支援
・市民等及び事業者の理解の促進
・人材の育成

さ
ざ
ん
か
特
殊
歯
科
診
療
所
の
診
察
時
間
を
変
更

【
第
27
号
】
歯
科
診
療
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

さ
ざ
ん
か
特
殊
歯
科
診
療
所
の
診
療
可
能
件
数
を
増
や
す
た
め
、
診
療
時
間

に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

【
改
正
内
容
】

●
月
・
水
・
木
・
金
・
土
の
診
療
時
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
30
分
ま
で

➡

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

●
日
曜
日
の
診
療
時
間

午
前
９
時
か
ら
午
前
12
時
ま
で

➡

変
更
な
し

掲
載
議
案

候
補
８

用
語
解
説

な
ど


